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令和元年度指定管理者の監査結果について  

 

令和元年度の指定管理者の監査を地方自治法第１９９条第

７項の規定により実施したので、その結果を同条第９項の規

定により報告します。  
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１ 監査の対象及び監査の期日 

当年度の指定管理者監査は、平成３０年度に公共施設の指定管理を行

った指定管理者のうちから抽出した次の指定管理者について実施した。 

 (単位：円 ) 

実施日 指定管理者名 対象施設 指定管理委託料 担 当 課 

11月 6日

（水） 

苗木地域まちづくり 

推進協議会 
・苗木公民館 11,922,988 円 

生涯学習スポーツ課 

(苗木事務所) 

11月 6日

（水） 

付知町まちづくり 

協議会 

・付知公民館 

・アートピア付

知交芸プラザ 

 31,167,000 円 

生涯学習スポーツ課 

文化振興課 

(付知総合事務所) 

 

２ 監査の方法 

平成３０年度に指定管理者が受託した指定管理に関する事務、事業の

執行及び事業目的等について監査を行った。 

監査にあたっては、指定管理者から提出された協定書の写、事業計画

書、事業実績報告書、予算・決算書を参考に、会計帳簿、その他関係書

類について監査し、併せて指定管理者及び担当課の説明を聴取すると共

に、現地調査を行った。 

 

３ 監査の結果  

各指定管理者の監査結果については、次頁以降のとおりである。  

  



‐2‐ 

Ⅰ 苗木地域まちづくり推進協議会 
 

 １ 監査の対象 
    苗木公民館 

 

 ２ 監査の期日 
    令和元年１１月６日（水） 

 

 ３ 指定管理委託料の額 
    １１，９２２，９８８円 

 

４ 事業の概要 
苗木公民館は、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の

振興、社会福祉の増進に寄与することを基本理念とし設置された施設である。 

施設の管理運営業務について効果的かつ効率的に行えるよう指定管理者制度を導

入し、苗木地域まちづくり推進協議会が指定管理者となっている。（平成３０年４

月１日から令和３年３月３１日まで） 

その主な業務は、次のとおり 

（１）公民館に関する業務 

 

５ 経理の状況 
  ○ 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

・収入決算額        １４，１７０，８２６円  

うち指定管理委託料   １１，９２２，９８８円 

  施設使用料        ６２４，８７０円 

  その他収入      １，６２２，９６８円 

・支出決算額        １２，３４９，０６０円 

・収支差引額         １，８２１，７６６円 

 

 ６ 監査の結果 
指定管理に係る経理は適正に行われ、証拠書類等も適正に管理されて

いるものと認められた。  

まちづくり推進協議会は任意団体で法人格を取得していないが、今後

の会計の管理や将来的な活動の継続を考えると法人化はメリットが大き

いため、早期に検討をされたい。  

また、役員やスタッフの後継者の育成が課題となっているが、ボラン

ティアへの依存度が高い運営では、いずれ人材確保に行き詰ってしまう

可能性がある。さらに、リニア新幹線開通に伴う人口の増加も見込まれ

る地域であるだけに、既存の住民と新たに加わる住民との価値観の相違

も今後問題となってくると想像される。現在運営を担っている方々は当

然ながら、今後役員やスタッフを担う方が納得できる就労条件と賃金の

仕組みを確立し、人材確保につなげられたい。  
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Ⅱ 付知町まちづくり協議会 
 

 １ 監査の対象 
    付知公民館・アートピア付知交芸プラザ 

 

 ２ 監査の期日 
    令和元年１１月６日（水） 

 

 ３ 指定管理委託料の額 
    ３１，１６７，０００円 

 

４ 事業の概要 
付知公民館及びアートピア付知交芸プラザは、住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを基本理念と

し設置された施設である。 

これらの施設の管理運営業務について効果的かつ効率的に行えるよう指定管理者

制度を導入し、付知町まちづくり協議会が指定管理者となっている。（平成３０年

４月１日から令和２年３月３１日まで） 

その主な業務は、次のとおり 

（１）公民館に関する業務 

（２）交芸プラザに関する業務 

 
５ 経理の状況 
  ○ 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

・収入決算額        ３４，７８１，８０７円  

うち指定管理委託料   ３１，１６７，０００円 

  施設使用料      １，３２７，６４１円 

  その他収入      ２，２８７，１６６円 

・支出決算額        ３３，４７９，５６０円 

・収支差引額         １，３０２，２４７円 

 

 ６ 監査の結果 
指定管理に係る経理は適正に行われ、証拠書類等も適正に管理され  

ているものと認められた。  

まちづくり協議会は任意団体であるため、借入れやリースができな

い場合や賠償責任が発生した場合等に対処が困難となることが想定さ

れる。会計管理や団体の将来的な事業継続を考慮すれば、法人化はメ

リットが大きいため、早期に検討をされたい。  

会計処理では、事業別に通帳を分けている状況が認められたが、帳

簿での仕分けがされていれば通帳を分ける必要はない。収益事業の申

告等とあわせ、帳簿の適正な処理について会計の専門家等への委託も

検討されたい。  


